
京 都 大 学 事 務 組 織 規 程 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

（趣旨） 
第１条 この規程は、国立大学法人京都大学の組

織に関する規程（平成１６年達示第１号）第５

６条第２項の規定に基づき、京都大学の事務組

織等に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
 （中 略） 
（部局の事務担当等） 

第７条 教員、事務職員等の相互の適切な役割分

担の下での協働及び組織的な連携体制により、

部局（各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院又は各センター等（国立大学法

人京都大学の組織に関する規程第３章第７節及

び第８節並びに第８節の３から第１１節までに

定める施設等をいう。））における教育研究活

動等の運営を組織的かつ効果的に行うため、当

該部局に事務担当その他必要な職員を置くこと

ができる。 
（中 略） 

 

 

別表１（第４条関係） 

部等 課等 

  

コンプライアンス部 内部統制室 

調査室 

法務室 

人権室 

  

 （中 略） 

別表３（第８条関係） 

１ 組織 ２ 特命事項 ３ 設

置組

織・職 

４ 必

要事項

を定め

る者 

    

（趣旨） 
第１条 この規程は、国立大学法人京都大学の組

織に関する規程（平成１６年達示第１号。以下

「組織規程」という。）第５６条第２項の規定

に基づき、京都大学の事務組織等に関し必要な

事項を定めるものとする。 
 
（部局の事務担当等） 

第７条 教員、事務職員等の相互の適切な役割分

担の下での協働及び組織的な連携体制により、

部局（各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院若しくは各センター等（組織規

程第３章第７節及び第８節並びに第８節の３か

ら第１１節までに定める施設等をいう。）又は

監査室をいう。）における教育研究活動等の運

営を組織的かつ効果的に行うため、当該部局に

事務担当その他必要な職員を置くことができ

る。 
 

附 則（令和７年達示第５７号） 

この規程は、令和７年１０月１日から施行する。 

別表１（第４条関係） 

部等 課等 

  

コンプライアンス部  

調査室 

法務室 

人権室 

  

 

別表３（第８条関係） 

１ 組織 ２ 特命事項 ３ 設

置組

織・職 

４ 必

要事項

を定め

る者 

    

（同 左） 

（同 左） 

（略） 

（略） 

（略） （同 左） 



本部構内

（文系）共

通事務部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
当該構内にお

ける図書事務

の改革につい

て、当該共通事

務部長を助け、

及び整理する

こと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
本 部 構

内 （ 文

系）共通

事 務 部

図 書 担

当課長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
本部構

内（文

系）共

通事務

部長 

人と社会の未

来研究院に係

る事務に関し、

本部構内（文

系）共通事務部

長を助け、及び

管理すること。 

本 部 構

内 （ 文

系）共通

事 務 部

人 と 社

会 の 未

来 研 究

院 担 当

課長 

本部構

内（文

系）共

通事務

部長 

    

（後 略） 

本部構内

（文系）共

通事務部 

本部構内（文

系）共通事務部

長が命ずる特

定の事業に係

る事務に関し、

本部構内（文

系）共通事務部

長を助け、及び

管理すること。 

本 部 構

内 （ 文

系）共通

事 務 部

事 業 推

進 担 当

課長 

本部構

内（文

系）共

通事務

部長 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

 

 

（略） 

 
 
 

（同 左） 

（同 左） 


